
別紙６ 「NURO クラウド Office 365 」（以下「Office 365個別規定」といいます） 
 
第１条 (目的およびサービス内容) 

1． 弊社は、別紙6-別表1に記載のサービスのうち契約者が申込書上で選択した「Office 
365」サービス（以下「Office 365」といいます）を以下の形態で契約者に提供しま
す。 

(１) 「Office 365」の利用権の再販 
弊社は、契約者に対し、「Office 365」を利用するために必要となる、「Office 
365」提供元から利用許諾を受けうる権利（以下「Office 365の利用権」とい
います）を再販売します。なお、契約者は、購入した「Office 365」の利用権
に基づき、別途「Office 365」提供元から利用許諾を受ける必要があります。
「Office 365」提供元は、別紙 6-別表 3(1)に記載します。 

2． 契約者は、別紙 6-別表 3(2)に記載の「Office 365」提供元が定める規約（以下
「Office 365 規約等」といいます）に同意の上、「Office 365」の利用権再販契約
（以下「Office 365 利用権再販契約等」といいます）をお申し込み頂いたものとし、
「Office 365」のご利用にあたっては Office 365規約等および本規約を遵守するもの
とします。なお、Office 365 規約等と本規約に異なる定めがあった場合は、本規約
を優先するものとします。 

 
第２条 (使用権許諾の範囲) 

1． 契約者は、Office 365 規約等および本規約に定める諸条件のもとに、「Office 365」
に含まれるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等の非独占的、譲
渡不能なライセンスを有償で使用することを、「Office 365」提供元により許諾され
ます。Office 365 規約等および本規約により明確に定められたもの以外のすべての
知的財産権は、ライセンス提供元に留保されています。 

2． 「Office 365」に関わるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等コン
テンツに関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、「Office 
365」提供元またはそのライセンサーが保有し日本国著作権法その他関連する法律お
よび国際条約によって保護されています。 

 
第３条 (契約者データの保管、保持期限) 

1． 弊社は、「Office 365」において契約者が保管したデータを、「Office 365」において
データが保管された時から、Office 365 規約等および本規約に記載の条件に従い保
管、保持します。ただし、Office 365 規約等および本規約に保管期間の定めがある
場合でも、サービス利用の契約等が終了した場合は、保管期間は契約終了までとし



ます。 
2． 前項の保管期間が過ぎたデータは、弊社の定める方法に基づき速やかに消去します。 

 
第４条 (契約更新) 

1． 2022 年 2 月 28 日以前に Microsoft Corporation が従来から定める料金体系（以下、
「CSP」といいます)にて新規申込されたお客様の場合、契約期間満了日の１カ月前
までに契約を更新しない旨またはアカウント数の減数を契約者が弊社に申出なけれ
ば、契約は自動的に更に 1 カ月更新されるものとします。ただし、「Office 365」提
供元の提供製品または提供価格の変更の場合、変更前の価格の利用開始月から 12 カ
月間は現価格にて提供致します。 

2． 2022 年 3 月 1 日以降に Microsoft Corporation が新しく定める料金体系（以下、
「NCE」といいます）にて新規申込または契約更新をしたお客様は、契約体系を選
択できます。 

(１) 月契約月払い 
基本サービスの初回契約時の契約期間および最低利用期間はアカウント発行し
た日からその月の末日までを契約期間とし、その翌日１日を契約更新日としま
す。なお、翌月以降の有効期限は、契約更新日から 1カ月とし、以降も同様に
更新されるものとします。 
お支払いは、契約期間の各月に請求いたします。 

(２) 年契約月払い 
基本サービスの初回契約時の契約期間および最低利用期間は、初回アカウント
発行した日から 11 カ月後の末日までを契約期間とし、 その翌月 1 日を契約更
新日とします。なお、翌年以降の有効期限は、翌年の契約更新日から 12 カ月
とし、以降も同様に更新されるものとします。 
お支払いは、契約期間内の各月毎に請求いたします。 

(３) 年契約年払い 
基本サービスの初回契約時の契約期間および最低利用期間は、初回アカウント
発行した日から 11 カ月後の末日までを契約期間とし、 その翌月 1 日を契約更
新日とします。なお、翌年以降の有効期限は、翌年の契約更新日から 12 カ月
とし、以降も同様に更新されるものとします。 
お支払いは、契約期間の初月に請求いたします。 

3． NCE にて月契約月払いをご契約の場合、契約期間満了日の１カ月前までに契約を更
新しない旨またはアカウント数の減数を契約者が弊社に申出なければ、契約は自動
的に更に 1 カ月更新されるものとします。なお、「Office 365」提供元の提供製品ま
たは提供価格の変更の場合、翌月より変更後の製品および価格にて提供いたします。 

4． NCE にて年契約月払いまたは年契約年払いをご契約の場合、契約期間満了日の１カ



月前までに契約を更新しない旨またはアカウント数の減数を契約者が弊社に申出な
ければ、契約は自動的に更に 1 年更新されるものとします。ただし、「Office 365」
提供元の提供製品または提供価格の変更の場合、変更前の価格の利用開始月から 12
カ月間は現価格にて提供致します。なお、減数は契約期間満了月のみ可能です。 

5． CSP での契約更新は、2022 年 6 月 30 日まで受付し、2022 年 7 月 1 日以降に
「Office365」を継続して利用したい場合は、NCEへの契約変更が必要です。 

 
第５条 (情報提供) 

1． 弊社は、本個別規定第１条第１項に記載のサービスの提供のため、契約者の企業
名・住所・担当者名・担当部署名・担当者の電話番号・連絡先等の契約者情報（個
人情報を含む）を、ダイワボウ情報システム株式会社及び「Office365」提供元であ
る Microsoft Corporation（所在地：アメリカ合衆国）に提供するものとし、契約者
はこれに同意します。 

2． 弊社は、前項につき同意をいただくにあたり、以下の情報を提供いたします。 
( 1 ) アメリカ合衆国における個人情報の保護に関する制度の概要 

以下のサイトをご覧ください。 
① アメリカ合衆国（連邦） 

        https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf 
( 2 ) Microsoft Corporation が講じる個人情報の保護のための措置 

        以下のサイトをご覧ください。 
    https://privacy.microsoft.com/ja-jp/privacystatement  

  



別紙６-別表１ サービス一覧 
・ 一般企業向け office 
・ 教育機関向け office 
 
  



別紙６-別表２ 料金表（税抜額） 
サービス 初期費用 料金（AC毎） 
一般企業向けoffice - 個別見積 
教育機関向けoffice - 個別見積 

 
サービス 料金 
Microsoft365 まるごと引っ越しパック_P1 548,000 円 
Microsoft365 まるごと引っ越しパック_P2 429,800 円 
Microsoft365 まるごと引っ越しパック_P3 498,000 円 
Microsoft365 まるごと引っ越しパック_P4 348,000 円 
Microsoft365 まるごと引っ越しパック_P5 200,000 円 
※サーバーホスティングに関わる費用や Microsoft365 のライセンス費用は含まれておりま
せん。 
※プランによって、作業項目および確認事項詳細が異なります。 
 
その他費用(構築メニュー) 料金 
Microsoft365 スタートアップ 基本セット 250,000 円 
Microsoft365 ベーシック 基本セット 500,000 円 
Microsoft365 MFA設定支援 オプション 80,000円 
Microsoft365 条件付きアクセス構築支援 オプション 80,000円 
Microsoft365 Active Directory同期サーバー構築支援 オプション 250,000 円 
Microsoft Defender for Office 365 導入支援オプション 150,000 円 
Microsoft365 MFA設定支援 単体構築作業 140,000 円 
Microsoft365 条件付きアクセス構築支援 単体構築作業 140,000 円 
Microsoft365 単体構築作業用管理者向け簡易レクチャー オプション 80,000円 
Microsoft Intune MDM導入支援（Windows端末） オプション 250,000 円 
作業支援 個別見積 
※作業支援で対応可能な作業項目は下記のとおりです。 
・ 既存メール環境からの切り替え作業支援 
・ 一般的なメールサーバー切り替え作業のご案内 

※ 切り替え作業の設計を行いません。 
・ DNSサーバーレコード変更（リモートもしくはオンサイト） 

※ レコードの編集権限を貸与できる場合のみ 
・ 移行後のメールの送受信テスト 

※ エンドユーザー様システムご担当者様もテストをご実施ください。 
・ 翌営業日の待機（リモートもしくはオンサイト） 



・ DNSサーバーレコード変更（リモートもしくはオンサイト） 
・ PST ファイルをアップロードする⼿順書の作成（顧客向け） 
・ メールデータ移行計画の支援 
・ MX レコード登録作業（リモートもしくはオンサイト） 
・ Azure AD Connect のインストールおよび設定作業(オンサイト) 
・ Microsoft 365 管理センター ユーザー登録(300 名以上) 

 
〇その他費用 
キャンセル料金(アカウント発行前の場合)：20,000円 
 
  



【注意事項】 
●CSP にてご契約のお客様 
・ 初期費用は無料です。 
・ 最低利用期間は 1カ月です。 
・ アカウント発行後のキャンセルはお受けできません。 
・ アカウント発行日（利用開始希望日）は、お申し込みから 10 営業日以降の日付を

ご指定ください。 
・ アカウント数の追加の場合は、変更希望日の 10 営業日前までに所定の文書にて申

し出した場合は、これを受理します。 
 
●NCEにて月契約月払いをご契約のお客様 
・ 初期費用は無料です。 
・ 最低利用期間は 1カ月です。 
・ アカウント発行後のキャンセルはお受けできません。 
・ アカウント発行日（利用開始希望日）は、お申し込みから 10 営業日以降の日付を

ご指定ください。 
・ アカウント数の追加および減数の場合は、変更希望日の 10 営業日前までに所定の

文書にて申し出した場合は、これを受理します。 
 
●NCEにて年契約月払いまたは年契約年払いをご契約のお客様 
・ 初期費用は無料です。 
・ 最低利用期間は 12 カ月です。 
・ アカウント発行後のキャンセルはお受けできません。 
・ アカウント発行日（利用開始希望日）は、お申し込みから 10 営業日以降の日付を

ご指定ください。 
・ アカウント数の追加の場合は、変更希望日の 10 営業日前までに所定の文書にて申

し出した場合は、これを受理します。 
・ アカウント数の減数の場合は、契約終了月の 1か月前までに所定の文章にて申し出

した場合は、これを受理します。 
 
  



別紙６-別表 3 商流と契約関係 

 
 
凡例 
(1)サービス提供元：Microsoft Corporation 
(2)サポート提供元：ダイワボウ情報システム株式会社 
(3)規約：マイクロソフト顧客契約 
(4)サービスレベル保証：Office 365 のサービスレベル保証「 SERVICE LEVEL 
AGREEMENTS」 
(5)特殊な停止、廃止および終了事由：－ 
 
 
 

利用権の仕入 
「Office365」 
提供元 

弊社 

お客様 

「Office365」の利用許諾利用権の再販 
「Office365」の提供 

利用権の再販 


	第１条 (目的およびサービス内容)
	1． 弊社は、別紙6-別表1に記載のサービスのうち契約者が申込書上で選択した「Office 365」サービス（以下「Office 365」といいます）を以下の形態で契約者に提供します。
	(１) 「Office 365」の利用権の再販弊社は、契約者に対し、「Office 365」を利用するために必要となる、「Office 365」提供元から利用許諾を受けうる権利（以下「Office 365の利用権」といいます）を再販売します。なお、契約者は、購入した「Office 365」の利用権に基づき、別途「Office 365」提供元から利用許諾を受ける必要があります。「Office 365」提供元は、別紙6-別表3(1)に記載します。

	2． 契約者は、別紙6-別表3(2)に記載の「Office 365」提供元が定める規約（以下「Office 365規約等」といいます）に同意の上、「Office 365」の利用権再販契約（以下「Office 365利用権再販契約等」といいます）をお申し込み頂いたものとし、「Office 365」のご利用にあたってはOffice 365規約等および本規約を遵守するものとします。なお、Office 365規約等と本規約に異なる定めがあった場合は、本規約を優先するものとします。

	第２条 (使用権許諾の範囲)
	1． 契約者は、Office 365規約等および本規約に定める諸条件のもとに、「Office 365」に含まれるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等の非独占的、譲渡不能なライセンスを有償で使用することを、「Office 365」提供元により許諾されます。Office 365規約等および本規約により明確に定められたもの以外のすべての知的財産権は、ライセンス提供元に留保されています。
	2． 「Office 365」に関わるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等コンテンツに関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、「Office 365」提供元またはそのライセンサーが保有し日本国著作権法その他関連する法律および国際条約によって保護されています。

	第３条 (契約者データの保管、保持期限)
	1． 弊社は、「Office 365」において契約者が保管したデータを、「Office 365」においてデータが保管された時から、Office 365規約等および本規約に記載の条件に従い保管、保持します。ただし、Office 365規約等および本規約に保管期間の定めがある場合でも、サービス利用の契約等が終了した場合は、保管期間は契約終了までとします。
	2． 前項の保管期間が過ぎたデータは、弊社の定める方法に基づき速やかに消去します。

	第４条 (契約更新)
	1． 2022年2月28日以前にMicrosoft Corporationが従来から定める料金体系（以下、「CSP」といいます)にて新規申込されたお客様の場合、契約期間満了日の１カ月前までに契約を更新しない旨またはアカウント数の減数を契約者が弊社に申出なければ、契約は自動的に更に1カ月更新されるものとします。ただし、「Office 365」提供元の提供製品または提供価格の変更の場合、変更前の価格の利用開始月から12カ月間は現価格にて提供致します。
	2． 2022年3月1日以降にMicrosoft Corporationが新しく定める料金体系（以下、「NCE」といいます）にて新規申込または契約更新をしたお客様は、契約体系を選択できます。
	(１) 月契約月払い基本サービスの初回契約時の契約期間および最低利用期間はアカウント発行した日からその月の末日までを契約期間とし、その翌日１日を契約更新日とします。なお、翌月以降の有効期限は、契約更新日から 1カ月とし、以降も同様に更新されるものとします。お支払いは、契約期間の各月に請求いたします。
	(２) 年契約月払い基本サービスの初回契約時の契約期間および最低利用期間は、初回アカウント発行した日から 11 カ月後の末日までを契約期間とし、 その翌月 1 日を契約更新日とします。なお、翌年以降の有効期限は、翌年の契約更新日から 12カ月とし、以降も同様に更新されるものとします。お支払いは、契約期間内の各月毎に請求いたします。
	(３) 年契約年払い基本サービスの初回契約時の契約期間および最低利用期間は、初回アカウント発行した日から 11 カ月後の末日までを契約期間とし、 その翌月 1 日を契約更新日とします。なお、翌年以降の有効期限は、翌年の契約更新日から 12カ月とし、以降も同様に更新されるものとします。お支払いは、契約期間の初月に請求いたします。

	3． NCEにて月契約月払いをご契約の場合、契約期間満了日の１カ月前までに契約を更新しない旨またはアカウント数の減数を契約者が弊社に申出なければ、契約は自動的に更に1カ月更新されるものとします。なお、「Office 365」提供元の提供製品または提供価格の変更の場合、翌月より変更後の製品および価格にて提供いたします。
	4． NCEにて年契約月払いまたは年契約年払いをご契約の場合、契約期間満了日の１カ月前までに契約を更新しない旨またはアカウント数の減数を契約者が弊社に申出なければ、契約は自動的に更に1年更新されるものとします。ただし、「Office 365」提供元の提供製品または提供価格の変更の場合、変更前の価格の利用開始月から12カ月間は現価格にて提供致します。なお、減数は契約期間満了月のみ可能です。
	5． CSPでの契約更新は、2022年6月30日まで受付し、2022年7月1日以降に「Office365」を継続して利用したい場合は、NCEへの契約変更が必要です。

	第５条 (情報提供)
	1． 弊社は、本個別規定第１条第１項に記載のサービスの提供のため、契約者の企業名・住所・担当者名・担当部署名・担当者の電話番号・連絡先等の契約者情報（個人情報を含む）を、ダイワボウ情報システム株式会社及び「Office365」提供元であるMicrosoft Corporation（所在地：アメリカ合衆国）に提供するものとし、契約者はこれに同意します。
	2． 弊社は、前項につき同意をいただくにあたり、以下の情報を提供いたします。
	( 1 ) アメリカ合衆国における個人情報の保護に関する制度の概要以下のサイトをご覧ください。
	① アメリカ合衆国（連邦）

	( 2 ) Microsoft Corporationが講じる個人情報の保護のための措置
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概要


この文書から問題点は検出されませんでした。
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		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する


		色のコントラスト		手動チェックに合格		文書の色のコントラストが適切である


		ページコンテンツ




		ルール名		ステータス		説明


		タグ付きコンテンツ		合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている


		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている


		タブの順序		合格		タブの順序と構造の順序が一致している


		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定


		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている


		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない


		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし


		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない


		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない


		フォーム




		ルール名		ステータス		説明


		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている


		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある


		代替テキスト




		ルール名		ステータス		説明


		図の代替テキスト		合格		図に代替テキストが必要


		ネストされた代替テキスト		合格		読み上げられない代替テキスト


		コンテンツに関連付けられている		合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある


		注釈を隠している		合格		代替テキストが注釈を隠していない


		その他の要素の代替テキスト		合格		代替テキストが必要なその他の要素


		テーブル




		ルール名		ステータス		説明


		行		合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある


		TH と TD		合格		TH と TD が TR の子である必要がある


		ヘッダー		合格		テーブルにヘッダーが必要


		規則性		合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある


		概要		合格		テーブルに概要が必要


		箇条書き




		ルール名		ステータス		説明


		箇条書き項目		合格		LI は L の子である必要がある


		Lbl と LBody		合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある


		見出し




		ルール名		ステータス		説明


		適切なネスト		合格		適切なネスト







先頭に戻る


